
草地生産性向上対策事業実施要綱（平成 22 年４月１日付け 21 生畜第 1976 号） 一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 現 行 

第１ 趣旨 

 配合飼料価格の変動に対応し、自給飼料基盤に立脚した安定的な畜産経営の実現を図るために

は、飼料作物作付面積の大部分を占める草地の生産性の向上を図ることが重要である。一方、近

年、台風、長雨等の不安定な気象により牧草等の収量に大きな影響が出ており、自給飼料の安定

的な生産に支障を来たしている。 

  このため、草地生産性向上対策事業（以下「本事業」という。）においては、不安定な気象に

対応したリスク分散のための技術導入等による草地改良の取組に対して支援することにより、生

産性の低い草地から安定的な高収量生産の確保につながる生産性の高い草地又は高収量作物作付

地への転換を進めることとする。 

 

第２ 定義 

 １ この要綱において「高収量作物」とは、トウモロコシ及びソルガム（グラスタイプを除く。）

をいう。 

 ２ この要綱において「高位生産草地等」とは、高品質かつ高収量な生産性の高い草地又は高収

量作物作付地をいう。 

 ３ この要綱において「リスク分散型草地改良」とは、牧草等の草種又は品種の転換、技術の導

入等により、不安定な気象に対応して安定的な高収量生産の確保につながる高位生産草地等へ

転換を行うことをいう。 

  ４ この要綱において「調査分析」とは、リスク分散型草地改良に当たって必要な土壌分析、飼

料分析、堆肥分析、土壌硬度測定及び概況調査とする。 

 ５ この要綱において「事業参加者」とは、事業実施主体を構成する個々の農家等をいう。 

 

第３ 事業内容  

１ 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業実施主体が（２）の事業に関連して行う、調査分析及び技術普及の取組に対する助成 

（２）調査分析等に基づき事業実施主体が行うリスク分散型草地改良の取組に対する助成 

２ （略） 

 

第４ 事業実施主体 

  事業実施主体は、次に掲げる民間団体とする。 

 １～３ （略） 

  ４ 農事組合法人（農業協同組合法（昭和 22 年法律第 132 号）に定める農事組合法人をいう。以

下同じ。） 

 ５～７ （略） 

 ８ その他地方農政局長（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄

総合事務局長。以下同じ。）が認める団体 

 

第５ 事業実施要件 

  本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

 １ 事業実施主体は、地区（事業実施主体が一体的に事業を実施する地域的な単位をいう。）ご

とにリスク分散型草地改良に係る計画（以下「改良計画」という。）を策定していること。 

 〔削除〕 

 

第１ 趣旨 

 配合飼料価格の変動に対応し、自給飼料基盤に立脚した安定的な畜産経営の実現を図るために

は、飼料作物作付面積の大部分を占める草地の生産性の向上を図ることが重要である。 

  このため、草地生産性向上対策事業（以下「本事業」という。）においては、地域に適合した

優良品種牧草の導入等による草地改良の取組に対して支援することにより、生産性の低い草地か

ら高品質かつ高収量な生産性の高い草地又は高収量作物作付地への転換を進めることとする。 

 

 

 

 

第２ 定義 

 １ 高収量作物とは、トウモロコシ及びソルガム（グラスタイプを除く。）のことをいう。 

 

 ２ 高位生産草地等とは、高品質かつ高収量な生産性の高い草地又は高収量作物作付地のことを

いう。 

 〔新規〕 

 

 

  ３ 高位生産草地等への転換を推進するための調査分析（以下「調査分析」という。）とは、高

位生産草地等への転換にあたって必要な土壌分析、飼料分析、堆肥分析及び概況調査とする。 

 ４ 事業参加者とは、事業実施主体を構成する個々の農家等をいう。 

 

第３ 事業内容  

１ 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業実施主体が（２）の事業を実施するために行う、調査分析に対する助成 

（２）調査分析等に基づき事業実施主体が行う高位生産草地等への転換に対する助成 

２ （略） 

 

第４ 事業実施主体 

  事業実施主体は、次に掲げる民間団体とする。 

 １～３ （略） 

  ４ 農事組合法人（農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の１０第１項に規定

する事業を行う法人をいう。） 

 ５～７ （略） 

 ８ その他地方農政局長等（北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局長。以下同じ。）が認める団体 

 

第５ 事業実施要件 

  本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

 １ 事業実施主体は、地区（事業実施主体が一体的に事業を実施する地域的な単位をいう。）ご

とに高位生産草地等転換計画を策定していること。 

 ２ 高位生産草地等転換計画において、経営規模の拡大や飼料の共同生産体制への転換等の畜

産・酪農の構造転換につながる目標が設定されていること。 



 ２ 事業参加者は、生産局長が別に定める要件を全て満たしていること。 

 

第６ 事業実施期間 

  本事業の実施期間は、平成 32 年度までとする。 

 

第７ 事業実施手続 

１ 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、改良計画を作成し、地方農政局長に

提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 改良計画に関して生産局長が別に定める重要な変更については、１に準じて行うものとする。 

 

 

第８ 事業の評価 

事業実施主体は、生産局長が定めるところにより、改良計画における成果目標及び目標年度の

設定、当該成果目標の達成状況の評価等、適切な事業評価を行うものとする。 

 

第９ 助成 

 国は、予算の範囲内で本事業に関連して必要となる経費について、生産局長が別に定めるとこ

ろにより事業実施主体に助成するものとする。 

 

第 10 事業実施状況の報告 

  事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施状況を地方農政局長に報

告するものとする。 

 

第 11 事業評価の報告 

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより本事業の事業評価を取りまとめ、地方農

政局長に報告するものとする。 

 

第 12 委任 

  本事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、生産局長が別に定めるところによる

ものとする。 
 

 ３ 事業参加者は、生産局長が別に定める要件を全て満たしていること。 

 

第６ 事業実施期間 

  本事業の実施期間は、平成２９年度までとする。 

 

第７ 事業実施手続 

１ 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、高位生産草地等転換計画を作成し、

地方農政局長等に提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 高位生産草地等転換計画に関して生産局長が別に定める重要な変更については、１に準じて

行うものとする。 

 

〔新規〕 

 

 

 

第８ 助成 

 国は、予算の範囲内で本事業に関連して必要となる経費について、生産局長が別に定めるとこ

ろにより事業実施主体に助成するものとする。 

 

第９ 事業実施状況の報告 

  事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施状況を地方農政局長等に

報告するものとする。 

 

〔新規〕 

 

 

 

第１０ 委任 

  本事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、生産局長が別に定めるところによる

ものとする。 
 

別表 事業内容及び補助率（第３関係） 

事 業 内 容 補  助  率 

 

１ 事業実施主体が２の事業に関連

して行う調査分析及び技術普及 

 

 

２ 調査分析等に基づき事業実施主

体が行うリスク分散型草地改良の

取組 

 

 

 

 

調査分析及び技術普及に要する経

費の１／２以内 

 

 

リスク分散型草地改良の取組に要

する経費の１／２以内（10a当たり

の上限金額は1.7万円とする。ただ

し、施工が完了する前に、自然災

害による土壌流出その他やむを得

ない事由が生じたことにより再施

別表 事業内容及び補助率（第３関係） 

事 業 内 容 補  助  率 

 

１ 事業実施主体が２の事業を実施

するために行う調査分析 

 

 

２ 調査分析等に基づき事業実施主

体が行う高位生産草地等への転換 

 

 

 

 

調査分析に要する経費の１／２以

内 

 

 

高位生産草地等への転換に要する

経費の１／３以内。ただし、10a

当たりの上限金額は10千円とする

。 

 

 

 



工が必要であると地方農政局長が

認める場合は、この限りでない。

） 

 
 

 

 

 

 

  附 則 

この改正は、平成 30 年４月１日から施行する。 


